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イ ン ド共和国

オリ ツ サ州政府

プ ロ ジ ェ ク ト ･ フ ァ イ ン デ ィ ン グ調査報告手

1 . 背景および国家開発政策

1 . 1 背景

イ ン ドに お ける農業は
､ 国内総生産 の 3 5 % お よび雇用 の 6 5 % を占め

､
当国 の経済を

支え る主要 セ ク タ
ー

で あ る｡ 独立 以来 ､ イ ン ド政府 は農業 開発 に力 を注 い で来 たが
､ そ

の成長率 は､ 過 去 2 0 年 間 で平均 2 . 6 % と低 い
｡ 農業生産 の安定お よび成長に ､ 潅漑施

設の 整備は 必要不可欠で ､
これ は過 去に実施 した潅漑 開発 が

､
1 9 5 0 年代お よび 1 9 6 0 年

代に生 じた地域 的な食料不足 の 穴埋 めに大きく貢献 したこ とか らも充分 に何 える ｡ しか

しなが ら ､
こ の よう

.
な事実お よび 開発 の可能性が高 い にもか か わらず ､ 潅漑施設 の 整備

が遅れ て い る こ とか ら
､ 今後潅漑施設 の整備 を促進 して い く こ とが強く 求められ て い る ｡

農業生産資材 の導入や普及サ ー ビ ス も農業セ クタ
ー の成長に と っ て重要 で

､
こ れら の

面 に つ い て も今後強化 して いく必要が あろう｡

現在 ､ 農民 の 多く は
､

貧困 ､ 失業お よび食料 の 安全保障に起因する 問題に直面 して い

る｡ 1 9 8 0 年代に ､
一人当た り の 国内総生産が年 2 . 8 % の割合 で伸び てきたが

､ 急激 な人

口増が
､

これ を凌駕 し
､ 生活水準 の 向上や失業率 の 低下 へ と結び つ か なか っ た｡ 1 0 億人

の総人 口 の うち､
4 億 人が貧困層 に属する と言われ て い る

｡
また

､ 総人 口 の 7 4 % が農村

部に住み
､

直接的お よび間接的に農業活動 に関連 して い る｡ 農業人 口 の約 2/ 3 は女性 で
､

農業 が農村部 の 女性 の 主た る雇用機 会を提供 して い る
｡

農業活動お よび農業生産 の 成長

の 主た る根漁 で ある潅漑は
､

イ ン ド の 貧困緩和 の 目的と本質的に結び つ い て い る
｡

こ の ような厳 し い 状況 の 中で ､ 貧困緩和や食料 の確保は ､ 政策や開発案 の起草時に
､

中央政府や州政府 の 主要課題と して ､
い つ も取り上 げられ て い る｡

1 . 2 第 9 次国家開発計画

(1) 主た る内容

イ ン ド政府は州政府と共同で
､ 第 9 次国家開発計画(1 9 9 7 年

-

2 0 0 2 年) へ の ア プ

ロ ー チの 草案を作成した ｡
こ の 草案で 強調 されて い る の は ､ 人間と して 基本的 に

必要 なも の
､ 貧 困緩和 ､ 貧 困者 へ の 雇用機会な どを満足す べ き手段 の 適用等 の 下

記活動プ ロ グラ ム が強調されて い る｡

( a) 指定カ ー

ス ト､ 指定部族 ､ そ の他後進階級 ､ 少数 民族､ 女性 ､ 子 供 ､ 身体障

害者等社会的弱者 に適切な機会 を提供す る州政府 の介入計画

(b) 貧 困層 向けの 特別雇用 プ ロ グラ ム は ､ 第 8 次計画 で行われた通り継続する ｡

組織化 され て い ない 労働者や農地を持た ない 労働者 へ の 賃金支払 い には特に

注意を要する ｡
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( c) 自発的分野も含め
､ 協同組合そ の他 国民機 関及び グル ー

プを通 して
､ 国民参

加 を強化する｡

( d) 財政面 の 限界を十分に考慮に入れ ､ 政府 の財政健全化 の 必要性 を認識す る｡

( e) 基盤施設分野で は ､ 民間部門 の 参加 ､ 最適利用
､ 農村地域の ニ

ー

ズ の充足に

配慮する｡

( f) 第9 次国家開発計画は ､ 持続的開発に 向けて努力する ｡

( 2) 目 的

( a) 政府 の 共通最小 限プ ロ グラ ム および (b) 基本的最小 限サ ー ビ ス に関する

首相の 会議により
､ 第 9 次国家開発計画 の 目的が明確に な っ た｡ 主た る目的は

｢ 公 平な成長+ で あ り ､
こ の 達成 に は ､ 下記事項 を伴う｡

適切 な生産的雇用及 び貧困撲滅 の ために農業及 び農村開発 を優先する｡

国民全体 ､ 特に社会的弱者に 関 して 食糧及び栄養 の 安全保障を確実に

する｡

国民全体に ､ 適宜に安全な飲料水 ､ 公衆衛生施設 ､ 初等教育､ 保護等

基本的最小限サ
ー

ビ ス を提供す る ｡

社会的動員及 び全 レ ベ ル で の 国民参加 を通 して ､ 開発 プ ロ セ ス の 環境

的持続性 を確実にす る｡

女性 ､ 指定カ
ー

ス ト
､ 指定部族､ そ の 他後進階級 ､ 少数民族等社会的

弱者に
､ 社会経済学的変化及び開発 の 代行者と して の権限を与 える ｡

パ ン チ ャ ヤ ッ ト組織､ 協同組合 ､ 自助 グル
ー プ等国民参加機関 の推進

及 び 開発 ｡

(3) 主た る課題

( a) 特定 の社会グル ー プ へ の 権限付与

特定 の社会グ ル
ー プ ( 指定カ

ー

ス ト
､ 指定部族､ そ の 他後進階級 ､ 少

数民族) に自由と尊厳 を確実に し
､ 権利及び特権を行使で きる権限 を

与 える ｡

政府そ の他機関に よる資材投入 を通 して
､ 対象とす る社会グル ー プと

そ の 他の 社会層との 間 の 格差を減らす｡

対象とす る社会 グル ー プ に関 して は ､ 教育､ 保健 ､ 雇用 ､ 及び基本的

共通サ
ー

ビ ス を重視す る｡

2 0 1 0 年まで に教育の
一

般化を実現する｡

指定カ
ー ス ト､ 指定部族及 び財政開発協会 を強化 し

､ 経済的自立 を確

実にす る｡

(b) 食糧及び栄養 の安全保障達成に向けて

一 長引く飢餓や栄養失調 ､ 栄養不足撲滅の た めに長期的対策をとる｡

一 下記等 の早急 な対策をとる ｡

一 食糧有用性 の 増加

一

購買力 の 増加

- 2 -



ー

R P D s 及び最′ト限サ ー ビ ス を通 して の利便性 の確保

一 健康及び栄養に意識を持たせ る｡

女性及び子供 に重点 を置き ､ たんばく質 エ ネル ギ ー

栄養失調 問題 に取

組む ｡

指定部族や未開部族等､ 人里離れ顧み られな か っ た地域をカ バ ー

する｡

栄養状況 モ ニ タリ ン グ/ 調査 シ
ー
ス テ ム) を設立する ｡

(4) 農業部門

第 9 次国家開発計画 の農業部門で は
､ 下記事項 に重点が置かれて い る｡

( a) 長引く飢餓や栄養失調 ､ 栄養不足撲滅の た めに長 期的対策をとる｡

(b) 農業 へ の 資金量 を増や し土地 の 生産性 を高め
､

土地改革を実施す る｡

( c) 水及 び土壌の 効率的利用 を確実に する ｡

(d) 弱者 ､ 貧者､ 極度の 欠乏地域用反貧困/ 雇 用プ ロ グラ ム を対象とす る｡

( e) 反貧困戦略と して の 土地改革プ ロ グラ ム に は
､

下記事項 を盛り込 む｡

最高限度余剰地 の留保及 び再分配

定期的 な土地記録 の更新

借用者及び分益小作人 の記錬権に 関す る小作地改革

借地統合

部族土地 の 疎外 阻止

貧困 グ ル ー プに荒廃地及 び共有財産 を利用 させ る｡

最高限度内 で の リ ー

ス の許 可

最高限度地 分配 に お い て 女性 を優遇 し
､ 女性 の 土地に 関す る権利 を保

護する ｡

(5) 潅漑､ 末端整備お よ び洪水 管理

水 の効率的利用 に 関して 第 9 次計画は下記 事項をカ バ ー

す る｡

末端受益 者 へ の 効率的な配水

地表/ 地下水 の 連結利用及 び降雨 の 最適利用 の 促進

水 の受益者利用 に 関する意識 向上 の為に
､

コ ミ ュ ニ テ ィ
ー

参加 を促進

する｡

農業 シ ス テ ム に お け る運搬 ロ ス の 漸次的削減

CA D 組織を強化 し
､ 潜在的な創造と活用 と の 間の ギャ ッ プ を埋 める ｡

早期収穫高を獲得するため
､ 進行中の潅漑事業 を完了する｡

近代化に よる小規模潅漑工 事の復旧

賢明 な潅漑プラ ク テ ィ ス 及び水 の有用性と
一

貫性 を持 っ た新たな小規

模潅漑工事の 施行

農業用水供給に関 して の合理的価格設 定

容積測定に基 づ い た利用評価 へ の移行

余剰 水 の 流域間移転に よる水 開発 の 国家的展望

- 3 -



ー 水資源管理 にお ける遠隔検出技術の 活用及 び適応性 の ある研究開発 の

重視

2 . オ リ ツサ州

2 . 1 州政策の目的

第 9 次計画 の 目的は､ 州 政策に明記され た良質な生活
､ 雇用

､
お よび地域バ ラ ン

ス に関連 して い ると言える｡

(1) 生活 の 質

( a) 貧困撲滅及 び基本的最 小限サ ー ビ ス の 提供 は ､ 生活 の質的 向上 の 戦略 に

欠 か せな い 要素で ある ｡

(b) 貧困プ ロ グラ ム には
､ 貧者の 資産贈与 の 増加及 び ､ 成長プ ロ セ ス か ら恩

恵を受け る事の で き な い 地域で の地 域経済調整等 の 対策を盛り 込 む べ き

で ある｡

( c) 女性 や女性組織 の 公的範囲にお け る社会的イ ン フ ラ ス トラク チ ャ
ー

の 管

理付与 に 重点 を置く必要が ある ｡

(d) 社会的弱者の 栄養 ニ
ー ズ に 効率 良く対 処 で きな い状況 を打破する た め の

雇用/ 貧困緩和 プ ロ グラ ム と ､ 食糧生 産/ 分配 シ ス テ ム の 統合に 重点 を

置く ｡

( e) 反貧困プ ロ グラ ム は ､ 成長 プ ロ セ ス か ら適切な恩恵 を受けな い 地域に移

行 される ｡

( 2) 雇 用

( a) 失業率が高く不完全就業状態に ある地域で は
､ 労働集約型生産 的雇用 の

創出が主た る目的と な る｡

(b) 生 活 / 労働条件及び労働者の 尊厳 の 向上 に つ なが る雇用機会創出戦略が

焦点となる｡

( c) ごみ あさりや 子供の 労働は
､ 世帯収入 を維 持 し つ つ

､ 撲滅 しなけれ ばな

らな い
｡

(d) 貧者 の 雇用機会 を拡大 しな けれ ばならな い
｡ そ の た めに は

､ 国家雇 用保

証計画 の 実施が求められ る ｡

(3) 地域 バ ラ ン ス

( a) 生活基盤施設 へ の公 共投資を比較的裕福 で な い州 に 重点的 に行 い
､ 投資

可能な資源 を創出する努力 の 強化や資源 を他の 用途に転換 しな い 事を確

実にする べ きで あ る｡

(b) 近隣各州 が
､ 調整を図り

､
共通 の 後進地 域開発戦略 を採択す る協力的連

邦主義 へ の移行が必要 で ある｡

( c) 農業生産性及 び農村部と国 内他地域と の 統合を強化す べ きで あ る｡
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2 . 2 地 勢

オ リ ッ サ州は ベ ン ガル 湾沿い の 東海岸に あり
､ 北部 は ビ ハ

ー

ル 州 ､ 西部は マ デ ィ

ヤ プラデ ッ シ ュ Jll ､ 北東部は西 ベ ン ガ ル州 ､ 南部はア ン ドラ プラデ ッ シ ュ 州と隣

接 して い る｡ 海岸線は概 して 滑 らか で ､
こ の ため適切な港が無 い ｡ 同州は 4 地帯 一

北部の 台地
､ 東部の 山脈 ､ 中央地域

､
沿岸の 平地 一 に地勢上明確に区分される ｡

全体が比較的外洋に近 い ため
､

オリ ッ サ州 に は極端に高い 山 は無 い が
､ 東部 には

隆起 し始め最終的には東部山脈に入 る丘陵が存在する｡ 沿岸地域は狭く ､ 平 坦 で ､

極めて 肥 沃 で ある｡ 同州 の 南西部各郡 は最も早魅 の 被害を受 けや すい 地域で ､ か つ

貧困 で あ り
､ 慢性 的栄養失調 と飢餓に 瀕 して い る ｡

こ の よ うな 地域 の 面 積 は
､

4 7
,
8 1 0 k m

2
で

､
オリ ッ サ州 の 面積 (1 5 5

,
7 8 2 k 血

2

) の約 3 0 % を占める｡

2 . 3 人 口

1 9 9 1 年 セ ン サ ス に よ るオリ ッ サ州 の 人 口 は 3 1 . 2 百 万人で ある ｡ 指定カ ー ス ト及

び指定部族 の人 口 は ､ それ ぞれ 5 . 1 百万人 ､ 指定部族が 7 , 0 百万人 で
､

オリ ッ サ州

の人 口 の 1 6 % お よ び 2 2 % を占め る ｡ 1 3 の 未開部族 を含 め
､

6 2 もの 部族 コ ミ ュ ニ テ ィ

ー がある｡

1 9 9 1 年 セ ン サ ス よれ ば
､

オ リ ッ サ州 の 総識字率 は 4 9 . 1 % であ る ｡ 男性 の識字率は

6 3 . 1 % だが
､ 女性 の識字率は 3 4

.
7 % に 過ぎな い

｡
こ れに 対 して

､ 貧困地域 の識字率は

2 9 . 2 % (男性 : 4 2 . 5 % ､ 女性 : 1 5 . 9 %) と低い ｡

2 . 4 気 候

州全体が熱帯に位置 して おり ､ 気候は暑すぎず寒すぎず安定 して い る｡ 1 2 月 の気

温 は
､

1 6 ℃ ～ 2 8 ℃で ある ｡ 5 月 の気温 は
､

2 7 ℃ ～ 3 8 ℃ で あ る｡ オ リ ッ サ州 は
､

洪水 ､ 早魅 ､
サイ ク ロ ン

､ 時に は ト ルネ
ー ド等 の 天 災に よく見 舞われ る ｡ 平均降雨

量 は 1
,
5 0 0 m m で あり

､ 北部と東部山脈
一

帯 の 降雨量 が最も多い
｡

2 . 5 経 済

計画委員会が作成 した 1 9 8 7 - 8 8 年報告書によれ ば ､ オリ ッ サ州 は ､ 人 口 の 5 8 %

が貧困線 を下回る生活 を してお り
､

イ ン ドの貧困 の 典型で あ る ｡

オリ ッ サ州の人 口 の約 3 8 % ( イ ン ドで最高の 州 の 1 つ) が指定部族/ カ ー

ス ト
､

お よび 一

般 に最も恩恵を受けな い グ ル
ー プに属 して い る ｡ 1 3 の 未開部族を含め

､
6 2

も の部族 コ ミ ュ ニ テ ィ
ー が ある｡ 農業部門が全労働力 の約 8 0 % を吸収 して おり ､ 州

内生産品 の 5 0 % に寄与 して い る｡ こ の ため､

一

般的経済発展 と ､ 特にオリ ッ サ の 社

会的弱者の 福祉向上 にお ける今後 の進 展 は ､ 農業部門の 生 産性及 び収入 増加 に よる

と こ ろが大き い
｡
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3 カ ヌ プ ー

ル 潅漑農業開発計画

3 . 1 計画 の必要性

州政府 が明記 した政策 と合わ せ て
､

こ の 部族/ 後進地域に関心 が向 けられ た ｡

1 9 9 3 年 2 月 に､ オリ ッ サ農工大学が
､ 計画対象地域に関する社会/ 農業経済学上 の

詳細な調査を実施した ｡ 調査結果は早急な救済措置の 実施を提言して い る ｡

(1) 指定カ
ー ス ト/ 部族

計画対象地域は 5 ブ ロ ッ ク にまた がり ､
2 4 7 カ村か ら成る ｡ 同地域の 人 口 は

1 4 4
,
8 8 8 人 (1 9 9 1 年 セ ン サ ス) で あり ､ 男性が 4 9 . 8 % ､ 女性が 5 0 . 2 % で ある ｡

指 定部 族 の 総人 口 が 4 3 . 8 % を 占め ､ 指 定カ
ー

ス トが 8
. 2 % を 占め る ｡ 同地域 の

世帯数は 2 8
,
0 0 4 戸 で あり ､

1 世帯当たり の家族規模は 5 . 2 人 で ある｡

(2) 識字/ 職業

コ マ ン ド地域 の 総識 字率は 3 8 . 5 % で あり
､

男性 の識字率は 5 1
.
9 %

､ 女性 の

識字率は 2 5
,
1 % で ある ｡ 全 労働者の約 6 6 % が農業に従事 して お り

､ 職業と し

て 家内 工 業を行 っ て い る の は 2 . 2 % 足らずで ある｡

( 3) 貧困家庭

貧困線収入 は
､ 第 8 次計画中に 1 年に つ き R s . 1 1 ,

0 0 0 と 定め られた ｡ 郡農

村開発 当局 の 実施 した調査によれ ば､ 農村世帯 21 1
,
5 8 0 戸 の 内

､
1 7 7

,
7 0 8 世帯

が 依然と し て 貧困線を下 回 っ て い る ｡
つ まり ､ 農村人 口 の 8 4 % が貧困線を下

回る生活 を して いる ｡ とり わけ､ 全体の 3 分 の 2 が貧困で あり
､
極貧で あ る｡

詳細 なデ ー

タ は以下 の 通りで ある ｡

貧困状況 による収入別人 口 配分

4
,
0 0 0 以 下 貧困 59

, 2 9 2 3 2 1 ,
9 5 5 3 3

. 4

4
,
0 0 0 - 6

,
0 0 0 極 々 貧 63

,
1 9 7 3 4 3

,
1 6 0 3 5 . 6

6
,
0 0 0 - 8

,
5 0 0 極貧 37

,
4 7 4 2 0 3

, 4 8 4 2 1 . 1

8 , 5 0 0 - 1 1
,
0 0 0 貧 乏 17

,
7 4 5 9 6

,
3 5 5 9 . 9

合 計 1 77
,
7 0 8 9 6 4

,
9 5 4 1 0 0 . 0

3 . 2 計画対象地域

(1) 位 置

同計画 は バ リ ビ ル
､ チャ ム プ ア ､ お よ びケオ ン ジャ ル サダル の 行政管轄支

区を管轄とす るオリ ッ サ州 ケオ ン ジ ャ ル 郡 に位置する｡ 貯水池地域 の 大半は バ

リ ビ ル 行政管轄支区下 に入 る ｡ 同地域 の緯度は 2 2
0
4

'

5 2
”

N ～ 2 1
0

4 6
'

2 4
”

N

で あり
､ 経度は 8 5

0
2 8

'

0 7
”

E ～ 8 5
0
4 9

'

0 7 E で ある ｡ 潅漑開発地域は
､

西部およ

び南西部で幹線水路に
､

北 部および東部で バ イテ ル ニ 川 に
､ 南東部でネリ ジ ャ

ハ リ ナ ラ ( バ イ テ ル ニ 川 の 支流) に ､ それぞれ 隣接 し て い る
｡
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( 2) 気象および水文

事業対象地域 の気候は亜熱帯で
､ 酷暑の 夏 ､ 高湿度 ､

冬の嵐が特徴で ある｡

同地域は ､ 湿度が極端に低く なる気候で ある｡ 連続 9 0 日間も の 乾季の為に ､

土壌は h y p e r t h e r m i c に 分類され る｡ 年気候は高温期 (2 月 中旬 ～ 6 月中旬) ､

雨期 (6 月中旬 ～ 1 0 月 中旬) ､ 涼期 (1 0 月 中旬 ～ 2 月中旬) に分類され る ｡

降雨 の大半は ､ 南西 モ ン ス
ー

ン の 影響を受け､ 6 月 に始まり 1 0 月 まで続く ｡

年間平均降雨量 は､
1

,
4 3 5 m m で あり ､ そ の 内 1

,
3 4 3 m m は モ ン ス ー ン期間 の も

の で ある ｡ 変差/ 偏差係数は極めて 高く ､ 月 に よ っ て は年間降雨量 は 6 5 6 m m

と低い
｡

年平均気温 は 2 5 . 1 ℃ で あ る｡ 夏 に は ､ 最 高気温が 4 4 ℃ まで 上昇す る ｡ 冬 の

最低気温 は 3 . 0 ℃ に達する ｡

3 1 年間の 降雨 一 流出の 相関関係 に基づ き ､ 行われた水文学的分析によれば ､

ダム 用 地 の 集水 池面積 は 1
,
5 2 5 k ㌦ で あ る ｡

7 5 % の 確率 に よる貯水 量 は

6 4 2
,
7 M m

3

となる ｡ 将来使用するた め の 保留分 30% と合わせ た純貯水量 は 4 4 9 . 9

M m
3

と査定されて い る ｡ 提案され て い る作付計画に 必要 とす る平均年間利用 量

は 4 5 0 . 8 M m
3

で ある ｡

( 3) 土地利用お よ び土壌

同事業 の 対象と な る地理学 上 の総面積は ､ 耕作可能 な土地 (4 9
,
1 3 4 h a) と

併せ て ､
6 9

,
8 7 4 h a で ある｡ 総世 帯数は 2 8

,
9 2 3 戸で あり ､ 総人 口 は 1 4 4

,
8 8 8

人 で あ る ｡ 世帯 当た り の 耕作可能地 は合計で 1 . 7 h a で あり
､

1 人 当たりで は

0 . 3 h a で ある ｡ 同事業に関 して行 われ た社会経済的調 査に よれ ば
､

土地所有

状況は以下 の通 りで ある｡

( a) 該当す る土地 の 1 3 . 7 % を､ 最大 1 . O h a を所有す る土地所有者の 3 7 , 7 %

が占めて い る｡

(b) 土地 の 2 5 . 0 % を
､

1 .
O h a ～ 2 .

O h a を所有する土地所有者 の 3 7
.
7 % が占

め て い る｡

( c) 土地 の 2 8 . 0 % を､
2 . O h a

～ 4 . O h a を所有する土地所有者 の 1 8 . 7 9も が占

めて い る｡

( d) 該当す る 土地 の 3 3 . 4 % を
､

4 . O h a 強 の 土地 を所有す る土地 所有者 の

1 0 . 0 % が占めて い る｡

事業対象地域 の 詳細な土壌調 査が行 われ た ｡
こ の 結果 に よれ ば ､ 潅漑開発

地域の 土壌は
､

1 5 統の 土壌に分類され る ｡ 土壌の 9 4 . 3 % は ､ C .
S

.
S

.
A . 分類に

よる
'

A l f i s o I s
-

U s t a l f s
'

で ある ｡ 水文学的に は
､ 潅漑開発地域 の 8 5 . 6 % は水

文学的グル
ー プ C

'

で ある ｡ 潅漑可能性 分類で は
､ 潅漑開発 地域 の 8 6 .

5 % の 土

壌が C l a s s- ⅠⅠ お よ び C l a s s
-

ⅠⅠⅠ の 土地で ある｡

地形上
､ 潅漑開発 地域は 5 種類 の 土地領域に 区分され る｡ すなわ ち

､ 山麓

斜傾/ 山麓丘陵地帯 ､ 腐食状態 の谷 頂点 ､ 谷 の 斜面 ､ 谷底 ､ 及 び沈殿 状態 の 沖

積堤で ある｡ 同地域 の 8 7 % は
､ 谷頂 点及 び谷斜面で あ る ｡
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(4) 基盤施設

ダム 用 地 は ､
パ ニ コ イリ で ラ ジ ャ ム ン ダ行き の N H - 5 国道に接続す る国道

N o . 2 1 5 の 脇にある｡ ケオ ン ジ ャ ハ ル の 郡本部か らダム 用地まで の距離は 5 3 k m

で ある｡ 建 設作業に便宜 を図るた め
､ 水路 コ ロ ニ ー

(C a n a l C o l o n i e s) (宿泊

設備付き の コ ロ ニ
ー と設備 の 無い コ ロ ニ ー

) が既に設置され て い る｡ 監督技術

者 ( S u p e r i n t e n d i n g E n g i n e e r) ､ 北部潅漑 サ ー

ク ル ( N o r t h I r r i g a t i o n

C i r c l e) ､
必要な支援ス タ ッ フ を持 つ 特別 土地収用担当者

一

名 の 監督の 下 ､ 実

施部門 2 部門が既に活動 して い る ｡ 設計業務は､
プ バ ネス ワ ー ル にある中央設

計局 に より行われる ｡

3 . 3 開発計画

(1) 測量 お よび調 査

1 9 7 9 年以降 ､ 調査及 び捜査 が行われ て い る ｡ 貯水池及 び潅漑開発 地域 の 双

方を網羅する全対象地域に関する地 形図作成が
､ 測量庁により実施され た｡ 測

量庁事務局 は ､ 貯水池 地域用 に縮尺 1 : 1 5
,
8 4 0

､ 潅漑開発 地域用 に 1 : 1 5
,
0 0 0 の

地形図 を作成 した｡ さらに ､ 当局は ､ 縮尺 1 6
”

= 1 ミリ の村地図 ( 地籍地 図) で

全対象地域を調査 し ､ 詳細 な計画用 に 1 m 間隔 の 地形図 を作成 した ｡

地質調 査 も完 了 して い る ｡ 地 表下 の ボ ー

リ ン グ及 び漏 水試 験 も実施 され て

お り
､ 同地 区は地質学的に ダム 候補地と して 問題 な い事が確認 され て い る｡

( 2) 水資源

ベ ンガ ル 湾河 口 で の バ イタ ル ニ 川 の集水池総面積は 1 0 , 9 8 2 k m
2

で ある ｡ こ

の 内
､

オリ ッ サ州内 の集水池面積は 1 0
,
2 4 6 k m

2

で あり ､ 残 る 7 3 6 k m
2
は ビ ハ ー

ル州にあ る｡ 終点 ( ア クア バ ダ) まで の オリ ッ サ州内 の 同河川 の 集水池面積は

9 , 6 8 7 k m
2

で あ る｡ 同河川 の年 間推定総流出量 は 1 4 , 7 0 0 M m
3

で あり ､ 最大利用

可能収穫高は 3
,
5 0 0 M m

3
で ある｡ こ の 流出量 を活用するために

､
9 の大規模/

中規模摩漑 ス キ ー ム に より 0 . 3 8■百万 ヘ ク タ ー ル の 面積を潅漑す る マ ス タ ー プ

ラ ン が作成 されて い る ｡ 利用状況 を次表 に示す ｡

水資源利用状況

童薙療麹竃高彊蚕室

l R e m al I 血 g a 也o n P r qj e ct 4
,
9 1 3 完了

2 S a 血 1血 Ⅰ汀ig 血 o n n
一

句e ct S 5
,
4 0 S 完了

3 A u ln p a d a A 血 c 11t S y st e m 3 2
,
7 0 0 完了

4 且a由b a 止 血 g ati o n P r qj e c t 9
,
8 0 0 完了

5 J o k a di a A 由 c11t S y st e m 4 2
,
4 8 4 完了

6 E 訂 lⅦp W b t e g r at e d b ig ati o n 皿 d A 許i cⅦ1t 町 e P rqj e ct 2 9
,
5 7 8 申請中

7 D e o b i g a ti o n P r由e ct 9
,
9 0 0 建設中

8 B h m h m d 打由e c t 8 3
,
6 0 0 調 査 中

9 0 也 町 丘v e p r q】e C t S 8 l
,
6 1 7 調査中

T o t al 3 S O
,
0 0 0
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(3) 作付計画と潅漑用水量

州農業部 の 実施 した土壌調 査
､ 過 去 の 実績 ､ 将来予測に基 づ き ､ 作付計画

が 策定 さ れ た ｡ 相当す る 作付用 水 は ､
F A O の ｢ 潅漑 / 排 水白書+ N o

.
2 4

( I r r i g a t i o n a n d D r a i n a g e P a p e r) に則り算出され た ｡ こ こ で は
､ 有効降雨

量 は U S B R が規定する方法 に より 平均 降雨量か ら算出された ｡ 気象デ ー

タ は ケ

オ ン ジャ ル の 測候所の デ ー タ を用 い た｡

搬送効率に 関 して は
､

7 月 が 7 0 % ､ そ の他 の月 が 6 0 % ､ 適用効率に関 して

は
､ 水田が 9 0 % ､ 畑地 が 6 0 % と して 取水地点で の総潅漑用 水量 を 4 3 1

.
5 M m

3

と算定 した ｡

貯水池蒸発 損失 は 1 9 . 4 M m
3

と推定され て お り ､

総使用 量 は

4 5 0 . 8 M m
3
で あり ､ 使用 可能水量 と

一

致する｡ 詳細を以下 に示す｡

( a) 既存の 作付 パ タ ー

ン (E h r i f)

計画対象面積 = 2 9 , 5 7 8 h a

彗星

1 P a d d y 7 2 .
0 2 1 , 2 9 6

2 P u l s e s 2 . 5 7 3 9

3 O i l -

S e e d s 1 . 0 2 9 4

4 址i l l e t a n d 址ai z e 4 , 0 1
,
1 8 3

5 G r o u n d n u t 2 . 0 5 9 2

6 O t h e r C r o p s 2 . 0 5 9 2

7 V e g e t a b l e s 1 . 5 4 4 4

T o t a l 8 5 . 0 2 5
,
1 4 0

(b) 作付パ タ ー ン案と潅漑用水

A . E a r i f

1 E a r l y P a d d y 2 0 . 0 5
,
9 1 6 5 4 . 6

2 M e di u 皿 P a d d y 3 5 . 0 1 0 , 3 5 2 1 1 0 . 5

3 N o r 皿 a l P a d d y 5 . 0 1
,
4 7 9 2 0 . 5

4 M a i z e 2 . 0 3 2 7 1 . 9

5 Ⅴ喝 e t a b l e s 5 . 0 2 9 9 4
.
4

6 G r o u n d n u t 1 6 . 0 4
,
73 7 1 5 . 7

S u b -

t O t a l 8 3 . 0 2 4
,
5 5 5 2 0 7

.
6

B . R a bi

1 P o t a t o 1 0
.
0 2

,
9 5 8 2 0 . 0

2 V e g e t a b l e s 1 0 . 0 2 , 9 5 8 1 5 . 6

3 G r o u n d n u t 1 0
.
0 2

,
9 5 8 2 8 . 5

4 M u s t a r d 7 . 0 2
,
0 7 0 1 5 . 4

5 肌I e a t 7
.
0 2

,
0 7 0 1 3 . 0

6 P u l s e s 7 . 0 2
,
0 7 0 1 3

. 2

7 P a d d y 7 . 0 2 , 0 7 0 5 8 . 2

S u b- t O t a l 5 8 . 0 1 7
,
1 5 4 1 6 3 . 8

C .
S u 皿 m e r S e a s o n

1 T i l ( Oi l s e e d) 1 0 . 1 3
,
0 0 0 3 0 . 8

2 V e g e t a bl e s 1 0 . 1 3
,
0 0 0 2 9 . 3

S u b -

t O t al 2 0 . 2 6
,
0 0 0 6 0 . 1

G r a n d T o t a l A 十B ＋C 1 6 1 . 2 4 7
,
7 0 9 4 3 1

.
5
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水路始点で の潅漑総用 水量

貯水池蒸発損失

年間使用 量

水路始点で の使用可能水量

4 3 1 . 5 M m
3

1 9 . 4 M m
3

4 5 0 . 8 M m
3

4 4 9
.
9 M m

3

[ 更 に
､

3 0 % (1 9 2 . 8 M m
3

) が今後 の使用 の為 に貯水 され る の で ､ 使用可能

総水量 は 6 4 2 . 7 M m
3

で ある ｡ ]

( 4) ダム および水路

同計画は
､

オリ ッ サ州ケオ ン ジャ ル 郡 バ イタ ル ニ 川 上流の 統合開発構想に

基 づ い て い る｡ 同計画 の 主な コ ン ポ ー ネ ン トは以 下 の 通りで ある ｡

( a) ア
ー

ス フ ィ ル ダム ー

長 さ 3
,
2 4 7 m

､
バ イ タ ル ニ 川 をに ま た が る 高さ 3 9 . 5

m
､ 総貯留量 3 3 1

.
O M m

3
/ 未使用貯留量 2 6 9 . O M m

3

( b) コ ン クリ ー ト余水路 一 長さ 2 1 3 m
､

1 5 m x 1 2 m の 水門 1 2 門 (設計放出量

1 4
,
4 5 0 m

3 月 に)

( c) 2 9
,
5 7 8 h a の 事業対象地域を潅漑す るた め の 7 7

,
6 7 3 m の右岸幹線水 路

( 取水地点で の 容量 4 5
.
O m

3

)

(d) 配水 路網 9 0 5 k m

( e) 関連 諸施設

(5) 農村給水

計画対象地域は ケオ ン ジャ ル 郡 の 5 ブ ロ ッ ク に 分けられる｡ 現在 ､ 全 ブ ロ

ッ クが井戸 に より生活用 水 を供給 して い る｡ これ ら の ブ ロ ッ ク内に は ､ 農村集

落配水計画 に よ り
､ 給水 されて い る村もあ る｡ しか しなが ら ､ 将来需要が 増え

る こ と を予測 して
､ 貯水量 1 9 2 . 8 M m

3
の 内

､
1 0

.
O M m

3

を計画対象地域内 の 生活

用水 増と して 確保する ｡

( 6) 洪水 管理 お よ び排水

同計画 の 基本的な趣旨は潅漑及び農業開発 で あり ､ 洪水管理対策 の 構想は

無 い ｡ しか しなが ら､ 貯水池 か ら の 放出水の 経路設 定により
､

下流 へ の川 の流

れ に は ､ 幾分 ､ 洪水 が緩和 されるだ ろう｡

排水に関 して は
､

地域 の地 勢および地下水位を見る限り ､ 排水問題 の発生

する可能性 は低い
｡

( 7) 小水 力発電

同計画 は ､ 基本的に潅漑/ 農業開発 で ある｡ た だ
､ ダム 貯水位 と水 路始点

で の水位お よび水路の 取水 量 を利用 して ､ 発電 が可能で ある ｡ こ れ を検討す る

ために ､ 予備調査が行われ た｡
こ の 結果､

州水力発 電設計理事会お よび電力事

業調査協会が
､ 幹線水路 の制御施設 に 1 0 . 9 百 万 ユ ニ ッ トの 季節電力発電を擁

す る 3 M W ( 2 ユ ニ ッ ト : 各 1 .
5 M W) を設置す る事 の 可能性 を確認 した ｡
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( 8) 事業実施

( a) 設 計組織

州都ブ ハ ネス ワ
ー ル に計画/ 設計チ ー

フ エ ン ジ ニ ア 率い る中央設計局

があ る ｡ 同局 には
､ (i) 頭首工

､ (i i) 水路､ (i i i) ダム の 安全管理 の 3

つ の理事会がある｡ 各理 事会を ､ それ ぞれ 4 人 の 副ディ レ ク タ ー が補佐

して い る ｡ 1 m
3

を超える設 計流量 を有する水路構造物に 関 して は同局に

照会する こ とが求めれ て い る ｡ 設計流量が 1 m
3

未満の構造物 の 設計は
､

チ ー

フ エ ン ジ ニ ア / 流域 マ ネ ー ジ ャ
ー

の 事務局及 び関連監督 エ ン ジ ニ ア

の 事務局で行う｡

(b) 事務局及 び宿泊設備

宿泊設備 の あ る建造物及び無 い建造物を有する 4 つ の コ ロ ニ ー が既 に

同事業用 に設置 されて い る ｡

-

ケオ ン ジャ ル の 水路 コ ロ ニ ー には非居住用建 造物が 6 棟 ､ 居住用 建

造物が 4 2 棟ある｡ 現在 ､
こ の コ ロ ニ ー は

､ 部門事務局及びそ の 支援

ス タ ッ フ の 宿泊用 に
一

部利用 されて い る ｡

- ジ ュ ン プラ の水 路 コ ロ ニ ー

に は非居 住用建造物が 1 棟 ､ 居 住用建 造

物が 2 7 棟ある ｡ 同 コ ロ ニ
ー

は事業対象地域内に位置す る｡

一

レ ム リ の 水路 コ ロ ニ ー

に は 非居住用建 造物 が 1 棟 ､ 保管/ 地 下室 が

1 棟､ 居住用建造物 が 4 0 棟ある ｡ 建造物の
一

部は建設 中で あ る｡ 同

コ ロ ニ
ー

は コ マ ン ド地域内に位置す る ｡

- ジ ー バ ン ドラ の 水路 コ ロ ニ ー

は ダム 用 地に 位置 して お り
､

2 5 4 棟 の

建造物 の建設 が提案されて い る｡
6 3 棟 の建造物が完成 して おり ､

一

部は建設中で ある ｡

( c) プ ラ ン ト及 び機械類

D- 1 2 0 A ブ ル ド ー ザ ー

､ トラ ッ ク ､ ト レ ッ カ
ー

､ ク レ ー ン
､

クラ ッ シ ャ

ー

､
コ ン プ レ ッ サ ー

､
ジ ー プ等の 少量 の 機械類も利用 できる ｡

( d) 実施期間

同計画 は 7 年間で の 完了が提案されて い る ｡

( e) 工 法

同計画 の 大部分は ､
L B C 入札により請負業者が執行する ｡ 調達日程は ､

事業 の コ ン ポ ー ネン ト毎に 作成され る ｡ 水資源チ
ー

フ エ ン ジ ニ ア 事務局

の 調達デ ィ レ クタ ー ( D i r e c t o r) が
､

工 事調 達の 全プ ロ セ ス を監視する｡

(9) 事業費および便益概算
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1 9 9 8
-

9 9 年の 物価 レ ベ ル で の 同事業の概算費用 は R s . 4
,
2 8 3 百 万 で ある｡

こ

の 仮 見 積も り で は
､ 物価上 昇 分は 考慮 され て い な い ｡ これ ま で の 支 出は

R s
.
2 1 6 百 万で ある｡ 土地及 び修復及び入植費用 は しめて R s . 1 , 0 8 5 百 万 で あ る

が
､

これ は同見積りに含まれ て い る｡ 随時発生する コ ン サル タ ン トサ ー ビ ス の

費用 も
､

同見積もり に含まれて い る｡

開発にお ける年間利益は推計 R s . 9 2 3 m il l i o n で ある｡ 利益対費用 比 は利息

10 % で しめて 1 . 7 2 で ある ｡ 費用及び利益の詳細な分析に 関 して は
､

1 6 . 2 % の

内部償還率 ( I n t e r n a l R a t e o f R e t u r n) (I R R) o f 1 6 . 2 に示す｡

事業対 象地域内で
､ 同事業 により 恩恵を被る村 は 2 4 4 カ村 ( 人 口 1 4 4

,
8 8 8

人) で ある ｡ (1 9 9 1 年セ ン サ ス) 農業生産高に 関 して は ､
2 4 0

,
71 8 ト ン増が

見込 まれ る ｡ 同事業は ､ 3 M W の 季節的電力発電 に より恩恵を受 ける ｡

必要な年次資金量 を以 下に示す｡

1 年 目 3 9 6 百 万 ル ピ ー

2 年 目 5 8 0 百 万 ル ピ ー

3 年 目 7 0 0 百万 ル ピ ー

4 年 目 8 0 0 百万 ル ピ ー

5 年 目 7 5 0 百 万 ル ピ ー

6 年 目 7 0 0 百万 ル ピ ー

7 年 目 3 5 7 百万 ル ピ ー

総額 4
,
2 8 3 百万 ル ピ ー

3 . 4 関連課題

(1) ダム 建 設に伴う移住問題

影響 を受け る世帯が
､ 政府 の政策 (通称 - ｢ 事業関連人 の オリ ッ サ州再入

植及 び修復政策 19 9 4 年+
”

T h e O r i s s a R e s e t t l e m e n t a n d R e h a b i l i t a t i o n o f

P r o j e c t s A f f e c t e d P e r s o n s P o l i c y ,
1 9 9 4

”

) に 従い
､ 入植 / 復帰する｡ 該当

す る世帯は ､ 以下 の 事項 をカ バ ー す る ｡

( a) 該当者 ､
そ の配偶者､ 未成年 の息子 ､ 未婚 の娘 ､ そ の 他扶養家族

(b) 未婚既婚 に係わらず､ 年齢が 1 8 才 を超 える
一 人息子

( c) 年齢が 3 0 才を超える未婚 の 娘

(d) 肉体的精神的に成長が遅れて い る人等｡

上記 の 政府政策 は極めて 包括的で あり
､

関連課題や普及施設 は全 て カ バ ー

して い る ｡ 潅漑された農業用地 2 a c r e s (1 . 3 6 h a) ｡ または潅漑されて い な い

農業用 地 4 a c r e s (2 . 7 2 h a) ､
お よび家屋 敷用@ 0 . 2 0 a c r e ( 0 . 1 3 6) が ､ 派遣

世帯 1 世 帯に つ き
､ 他 の施設 と共 に割り当て られ る ｡ 農業用地や家屋敷の 代わ

り に助成金が以 下 の 通り提案され て い る｡

潅漑地 1 h a に つ き R s . 3 7
,
6 0 0

- 1 2 -



非潅漑地 1 h a に つ き R s . 1 8 , 8 0 0

とり わけ ､ 市民施設 と して は ､
5 0 0 世帯毎に

､ 小学校 ､ 飲料水用井戸 ､ 村池
､

コ ミ ュ ニ テ ィ
ー セ ン タ ー

､ 薬局がある｡ 助成金や管理料も提案されて い る ｡

本事業に関 して は
､

1 9 9 1 年セ ン サス により約 3
,
0 0 0 世帯 の転置が予想され

る｡ 現状によ っ て は
､

そ の 数は最高 5 , 0 0 0 世帯 に上 る可能性 もある ｡ 上述の 政

策規定を鑑 みて
､ 以下 の 評価が

､ 発表され て い る ｡ ( 1 9 9 9 年 5 月 5 日付け決

議 ( R e s o l u t i o n ) N o . 5 9 1 5 を参照｡ )

(2) 技術諮問委員会 の認 可

同事業報告書は
､

1 9 9 3 年 3 月 2 6 日
､ イ ン ド政府立案委員会技術諮問委員会

(T e c h n i c a l A d v i s o r y C o m m i t t e e o f t h e P l a n n i n g C o m i s s i o n) の 第 5 4 回会

合で検討及 び承認 された ｡

(3) 森林面 の許 可

同計画案に よれ ば､ 林地 2 3 6 h a が ､ 事業実施 に よ り影響を受 ける ｡ 環境/

森林/ 野生生物部門 (D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t
,

F o r e s t s a n d W i l d L i f e) ､

環境森林省 ( M i n i s t r y o f E n v i r o n m e n t a n d F o r e s t s) 及 びイ ン ド政府 の承 認

を受 けて ､ 非林地相当量が
､ 代償造林用 に

､
オリ ッ サ州森林部門に既 に 引き渡

され て い る ｡ 土地 2 3 6 h a の 代償造林は
､ 同森林部門 に より既に完了 して い る ｡

(4) 環境面 で の 認可

同計画 に 関 す る環 境認 可 も ､ 環境森林省 ( M i n i s t r y o f E n v i r o n m e n t a n d

F o r e s t s) の 同意を得て い る ｡

( 5) 福祉面で の 認可

同 計 画 に よ り 土 地 を 追 わ れ る 人 の 福 祉 認 可 は
､ イ ン ド政 府 福 祉 省

(M i n i s t r y o f 恥 1 f a r e) の 同意を得て い る｡

3 . 5 計画調査の仕様

本計画調査 の仕様書を添付 資料 - 6 に示す ｡

4 レン ガリ右岸幹線水路建設計画

4 . 1 事業の 背景

レ ン ガリ右岸幹線水 路建 設計画 (R B C - ⅠⅠ) は ､
1 9 7 5 年か ら建 設が開始された ｢ レ

ン ガリ川多目的開発計画+ の
一

部を構成するもの で
､

オリ ッ サ州に位置 し
､ 同州で 2

番 目に大き なブラ マ ニ 川 の右岸に展 開 して い る ｡
｢ レ ン ガリ川 多目的開発 計画+ は

､

1) ブラ マ ニ 川 デル タ地域の洪水防御 ､
2) 水力発 電開発 ､

3) 潅漑開発を目的とする

総 合多目的開発 計画 で ､ 第 Ⅰ期事業と し て 1 9 8 5 年 まで に貯水 ダム ( 高 さ : 7 1 m ､ 貯

- 1 3 -



水容量 : 4 4 億 トン
､ ダム タイプ : 練り石積み重力ダム) お よび発電所 (2 5 0 M W) が

建設された ｡

潅漑開発計画は ､ 上記多目的開発計画 の 第ⅠⅠ期事業と して 1) 頭首工
､

2) 右岸水

路シ ス テ ム および 3) 左岸水路 シ ス テ ム の 建設 か らなり
､

1 9 8 7 年より開始され ､ 貯

水 ダム 下流 3 4 k m に全門可動取水堰 (総長 : 5 6 0 m
､ 貯水容量 : 1 億 ト ン) ､

お よび左

岸 ･ 右岸取水施設が完成 して い る｡ 水路シ ス テ ム の 建設は ､ 右岸地 区 ( 1 2 1 , 2 0 0

h a) ､
お よび左岸地 区 (1 1 4

,
3 0 0 h a) とも R B C - Ⅰ (0 - 7 9 k m

､
8

,
4 8 3 h a) と R B C -

ⅠⅠ

( 7 9 - 1 1 2 k m
､

1 1 2
,
7 1 7 h a) お よび L B C - Ⅰ (0 - 3 0 k m

､
1 2

,
1 5 7 h a) と L B C - ⅠⅠ (3 0

- 1 4 1 k m
､

1 0 2
,
1 4 3 h a) に 2 分割されて

､
R B C

-

Ⅰ と- ⅠⅠ は自国資金で
､

L B C
-

Ⅰ は世銀

借款で
､

L B C - ⅠⅠ の
一

部 ( 3 0 - 7 1 k m) は国際協力銀行 (J B I C) か らの 借款で建 設 工

事 が 実施 され て い る ｡

しか しな がら
､

建 設資金 の 不足 か ら R B C - Ⅰ とⅠⅠ の 工事を実施で きず ､
こ の ま まで

は左岸水路 シ ス テ ム と の 同 じ完成が危ぶ まれて い る ｡

4 . 2 事業内容

本事業は
､ 第Ⅰ期 に建設 され た レ ン ガリダム に より開発 された 水資源 の 有効利用

を図り
､ 潅漑 シ ス テ ム の 建設 お よび 圃場塵備による農業生産 の 増大

､ 食糧 の 安定生

産 を通 じて 地域貧困層 の 生活水準の 向上 お よ び地域経済発展 に 貢献 しよう とす る も

の で ある ｡

4 . 3 事業計画

本事業で
､ 資金援助を仰 い で い る の は

､ 右岸幹線水 路 9 5 k m とダル パ ニ 支線水 路

7 5 k m
､

ナ ラ シ ン グプ ー ル 支線水路 8 k m の建設 で あ る｡ 総工 事費と して約 2 7 億円が

見積もられ て い る｡

4 . 4 関連課題

(1) 土地 収用

右岸幹線水 路 9 5 k m の う ち ､
7 9 k 血 で 1

,
2 3 2 h a の 土地収用 が必 要 であ る ｡

こ の

うち ､
7 8 7 h a が私有地で あ るが 6 6 1 h a の 収用が既 に終わ っ て い る ｡ 残り は来年

度中に終える計画 とな っ て い る ｡ また
､ 私有地以外 の 4 4 5 h a は ､ 国有地 で あり

問題 は な い
｡

(2) 住民移転

水路建設予 定地 に は
､ 住民移転問題は な い ｡

一 1 4 -
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調 査 団 長 略 歴

島崎 斉 略 歴

1 9 4 7 年1 0 月

1 9 7 0 年3 月

1 9 7 0 年4 月

1 9 7 5 年1 月

1 9 7 9 年1 1 月

1 9 8 3 年1 1 月

1 9 8 5 年8 月

1 9 8 6 年7 月

1 9 8 8 年2 月

1 9 9 2 年6 月

1 9 8 4 年4 月

1 9 9 5 年7 月

1 9 9 8 年7 月

0 7 日生

東京教育大学農業 工学科農業土木学卒業
日本工営 (株) 入社
ジ ャ カ ル タ事務所
第

一

農業水利部
ジ ャ カ ル タ事務所
第 二農業水利部
カ ト マ ン ズ事務所
第

一

農業水利部 ､ 課長
ジ ャ カ ル タ事務所
農業水利 部､ 課長

農業開発 部､ 次長
農業開発 部､ 専門部長

主な海外業務実績

日

フ
‾

イ

ミ ン ギ ス 潅漑計画
匪1

ナ ラヤ ニ 潅 漑計画
ラ ン ケメ潅 漑計画
ス ン サリ モ ラ ン潅 漑計画
ラ ン ケメ潅漑計 画
ガ ー ナ既存潅 漑施設 改修 計画
ロ ー ア モ シ 農業農村総合 開発

ン シ ア 1 9 7 5

イ ン ドネ シ ア

ネ パ ー ル

イ ン ドネ シ ア

ネ パ ー ル

イ ン ドネ シ ア

ガ
ー ナ

タ ン ザ ニ ア

0 9
-

1 9 7 8 0 7

1 9 7 5 年0 8 月 -

1 9 7 9 年1 0 月
1 9 8 0 年0 4 月 -

1 9 8 2 年1 0 月
1 9 8 3 年1 0 月-1 9 8 5 年0 7 月
1 9 8 6 年0 7 月-1 9 9 1 年0 1 月
1 9 9 2 年0 6 月 -

1 9 9 5 年0 1 月
1 9 9 5 年1 0 月 -

1 9 9 6 年0 7 月
1 9 9 7 年0 3 月 - 1 9 9 8 年0 6 月

P

潅 漑排水計画
潅 漑排水計画

副総括
総括
総括

潅 漑排水計画
副総括
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オリ ツ サ州政府

イ ン ド共和国

調 査 日 程 表

1 ミ ッ シ ョ ン ･ メ ンバ ー

島崎 斉､ 日本 工 営

インデル ･ モ ハ ン
､ 日本 工 営

2 調査事業名

カヌ プ ー

ル 潅漑農業開発 計画

レ ンガリ右岸幹線水路建設 計画

3 調査 日程表

(1) 平成1 2 年9月0 3 日( 日)

( 2) 平成1 2 年9 月0 4 日(月)

(3) 平成1 2 年9 月0 5 日(火)

(4) 平成1 2 年9 月0 6 日(水)

(5) 平成1 2 年9 月0 7 日(木)

(6) 平成1 2 年9 月0 8 日(金)

( 7) 平成1 2 年9 月0 9 日( 土)

(8) 平成1 2 年9 月1 0 日( 日)

(9) 平成1 2 年9 月1 1 日(月)

( 10) 平成1 2 年9 月1 2 日(火)

成田発 ､
ニ ュ

ー デリイ
一 着

ニ ュ
ー デリイ

一

発 ､
ブ ハ ネス プ ー

ル 着

カヌ プ
ー

ル プ ロ ジ ェ クトサイト調査

カヌ プ ー

ル プ ロ ジ ェ クトサイト調査

レ ン ガリ右岸幹線水路路線調査

レ ン ガリ右岸幹線水路路線調査

オリッ サ州水資源省次官と面談

ブ ハ ネス プ ー

ル 発 ､
ニ ュ

ー デリイ
一 着

日本大使館およびJ BI C に事業計画 の 説明後 ニ ュ
ー デリイ

一

発

成 田着
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1.　オリツサ州政府

Mr.BijayKumar Patnaik IAS

Mr.A.K. Mahanty

Mr.R.C.Mcsra

Mr.S.B.Jena

Mr.J.P.Dash

Mr.B.Pradhan

Mr.B.C.Bismal

Mr.RC.Behara

Mr.Biowajit Mohanty.

2．　日本大使館

田中　秀治

3. JBIC

辻一人

Secretary, Water Resources Department,

Engineer-in-Charge, Water Resources Department

Chief Engineer/Basin Manager, Brahunai Right
Basin

Chief Engineer/Basin Manager, Brahunai Left

Basin

Senior Engineer, Irrigation Canal Circle

Senior Engineer, Angul Circle

Senior Engineer, Subernrakha Project

Senior Engineer, Northern Irrigation Circle

Liaison Officer, Subernerakha Project

一等書記官

首席駐在員
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Project Proposal for Kanupur Irrigation Project, August 2000.
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Economic Survey 1 999-2000, Directorate of Economic and Statistis.
District Statistical Handbook 1 997, Keonjhar Distrct.

Orissa Agricultural Statistics 1 997-98.
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Orissa Water Resources Consolidation Project SAR 1 995.
State Economy in Figures 1999.
Districts at a Glance 2000 Orissa.
Note on Geological Survey Report.
The Orissa Resettlement and Rehabilitation Policy 1 994.

12. Note on R&Rby Special Land Acquisition OfficerKeonjhar.
13. TAG note prepared by TAG for Kanupur Project.
14. Note on Domestic Water Requirement.
15. Note on Rainfall Deviation for Last 5 Years.
1 6. Extraction ofhydrological report giving rainfall and reservoir working table.
17. A set of drawings.
1 8. Socio and Agro-Economic Survey by Orissa University of Agriculture and Technology.
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レ ン ガリ 取水堰

右岸幹線水路の 始点



エ 手中 止中 の 幹線水路

潅漑予定地
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Kanupur Integrated Irrigation and Agricultural Development Project

Terms of Reference

1. Objective of Consulting Services

The objective of consulting services (the Services) is to assist and advise the
Department of Water Resources of Orissa State (the Department) in facilitating the
successful implementation of the Kanupur Integrated Irrigation and Agricultural
Development Project (the Project).

2. Scope of Services

The Consultant shall assist the Department in implementation of the Project in
accordance with the planned schedule, and the scope of services shall cover:

(a) Overall project management
(b) Planning and design
(c) Pre-Construction and procurement
(d) Construction supervision
(e) Water managementand operation & maintenance
(f) Management of specific activities
(g) Transfer of technology and training

3. Detailed Terms of Reference

(1) Overall Project Management

(a) The Consultant shall assist in developing proper formats for maintaining
records for monthly progress of construction works.

(b) The Consultant shall assist and advise the Department in monitoring of
the progress of the Project.

(c) The Consultant shall assist the Department in preparation of quarterly
Progress Report.

(2) Planning and Design

(a) The Consultant shall assist the Department in updating socio-agro-
economic base line survey for the beneficiarie already conducted for the
Project.
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The Consultant shall assist and advise in evaluation procedure in the
agricultural status, farmers livelihood, gender analysis for the
development of womenand future needs of the beneficiaries from the
Project.

The Consultant shall assist in improvement of all data, reports and
design prepared by the Department for the implementation of the
Project.

The Consultant shall assist the Department in establishing improved
design criteria through CAD hard and software products. The
Consultant shall also assist in preparation of detailed design of major
structures costing morethan Yen 500 million.

Aset of guidelines have been prepared DOWR(Department of Water
Resources) and DOA (Department of Agriculture) for Agricultural
Intensification Program for improvement of agricultural production.
The Consultant shall assist DOWRand DOA in establishment of
Apex Committee Centre for training of farmers and also assist in
preparation of training programme and guidelines for technical
assitance for agricultural intensification.

The Consultant shall assist the Department and CommandArea
Development Authority (CADA) in preparation of action plan for
introduction of on-farm development program in the commandarea
of the project which include topographical survey of commandarea,
construction of field channels and field drains, land levelling and
shaping, rotational water supply, farmer's training, crop
demonstration and participatory irrigation management.

The Consultant shall assist the Department in preparation of
Rehabilitation and Resettlement (R&R) Action Plan for Project
Affected Persons in line with the Orissa Re-settlement and
Rehabilitation Policy 1 994.

The Consultant shall assist the Department in implementation of
Environment Action Plan.

Pre-construction and Procurement

The Consultant shall assist the Department in finalisation of design
and construction drawing, tender documents and in preparation of
evaluation reports for tender and in finalizing the construction of
works costing more than Yen 500 million.

The Consultant shall assist in review of design and construction
drawings of all other works irrespective of their value and if
alternatives and modifications are advised based on necessity, these
would be incorporated during the construction stage.
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(d) Construction Supervision

The consultant would assist the Department for the contracts costing Yen
500 million and above in:

Supervising and controlling the progress, quality, cost and safety of
the construction work in accordance with the specifications and the
drawing.

Checking and approving the contractors schedule and drawings for
performance of construction work.

Modifying the original design, technical specification, construction
drawing, related calculation and estimation fromtime to time as per
necessity.

Checking and certifying the contractor's claim for progress payment.

Settling contractor's claim in accordance with the contract.

The Consultant shall also assist the Department in keeping proper records
necessary for preparation of completion report and in executing final
inspection of all works executed by the Contractor and issuing the
certification of completion.

The Consultant shall also overview general construction activities of the
entire Project with the objectives of quality assurance and timely
impl ementation.

(e) Water managementand operation & maintenance

The Consultant shall assist the Department in:

Improving the water managementand maintenance manuals prepared
by the Department in establishment of water management.

Establishing an overall operation & maintenance system for the
Project.

Suggesting improvement for formation of Water Users' Association.

Preparing program for introduction of Water Users' Association.

Organizing Water Users' Association.

Introducing Computerised Management Information System(MIS)
and also in suggesting the Department in procurement of O & M
equipment.

(f) Management of specific activities

The Consultant shall assist the Department in:

Implementing Agriculture Intensification Programme in the command
areas of the Project.
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Implementing on farm development plan in the commandarea of the
Project.

Implementing R & R Action Plan prepared for the Project Affected
Persons.

Implementing Environmental Action plan prepared for the Project.

Monitoring the Environmental conditions during the construction
period of the Project and suggesting additional Environmental safe
guard measures.

Monitoring the R & R of Project Affected persons during the
construction period of the Project.

(g) Transfer of Technology and Training

The Consultant shall assist and advise the Department:

In preparing the detailed training program.

for imparting technical guidance and training to project staff in
preparation of detailed design, construction supervision, project
management.
for imparting technical guidance and training to project staff and to
farmers for O & M including water management.

for imparting technical guidance and training to project staff,
extension workers NGO and farmers for formation of Water Users1
Association

for imparting technical guidance and training to DOA staff, Extension
workers and farmers for implementation of Agricultural
Intencifi cation Program.

for implementation of training program.

in arranging and managing overseas training program ofDOWR staff
particularly the field staffupto the rank of Assistant Engineers.

4. RequiredExperts

(1) Expatriate Experts

(a) TeamLeader
(b) Planning Expert
(c) DesignEngineer(A)
(d) Design Engineer (B)

(e) DesignEngineer(C)
(f) DamDesignEngineer
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(g) Agronomist
(h) Water Management Expert

(i) Environmentalist
(j) Construction Engineer (A)

(k) Construction Engineer (B)
(1) Dam Construction Engineer
(m) Specialist as required

Local Experts (Local Consultant)

(a) Co-TeamLeader
(b) Planning Expert
(c) Design Engineer (A)
(d) Design Engineer (B)
(e) DesignEngineer(C)
(f) DesignEngineer(D)
(g) DamDesign Engineer
(h) Water ManagementExpert
(i) Construction Engineer (A)

(j) Construction Engineer (B)
(k) Construction Engineer (C)
(1) Construction Engineer (D)

5.

(m) Dam Construction Engineer

Tentative Implementation Schedule

:s î  m m m o 2nd :Y ear ; 3rd Y ear
P lanning and D esign R eview
P re- C onstruct io n II

J
C onstruct ion �"I

W ater M an gem ent
Techno logy Transfer

T-5


	表紙
	位置図
	1．　背景および国家開発政策
	1．1背　景
	1．2　第9次国家開発計画
	（1）主たる内容
	（2）目　的
	（3）主たる課題
	（4）農業部門
	（5）潅漑、末端整備および洪水管理


	2．　オリッサ州
	2．1州政策の目的
	（1）生活の質
	（2）雇　用
	（3）地域バランス

	2．2　地　勢
	2．3　人　口
	2．4　気　候
	2．5　経　済

	3．　カヌプール潅漑農業開発計画
	3．1事業の必要性
	（1）指定カースト／部族
	（2）識字／職業
	（3）貧困家庭

	3．2　計画対象地域
	（1）位　置
	（2）気象および水文
	（3）土地利用および土壌
	（4）基盤施設

	3．3　開発計画
	（1）測量および調査
	（2）水資源
	（3）作付計画と潅漑用水量
	（4）ダムおよび水路
	（5）農村給水
	（6）洪水管理および排水
	（7）小水力発電
	（8）事業実施
	（9）事業費および便益概算

	3．4　関連課題
	（1）ダム建設に伴う移住問題
	（2）技術諮問委員会の認可
	（3）森林面での認可
	（4）環境面での認可
	（5）福祉面での認可

	3．5　計画調査の仕様

	4．　レンガリ右岸幹線水路建設計画
	4．1事業の背景
	4．2　事業の内容
	4．3　事業計画
	4．4　関連課題
	（1）土地収用
	（2）住民移転


	添付資料－1：ミッションリスト
	添付資料－2：調査日程
	添付資料－3：面会者リスト
	添付資料－4：収集資料のリスト
	添付資料－5：現地写真集
	添付資料－6：Terms of Reference（Draft）



